
オランダからの家きん卵の輸入停止措置の解除について

平成２４年７月３１日

平成１８年３月、オランダにおいて鳥インフルエンザのワクチン接種が開始され

たことから、同国からの家きん等の輸入を停止していたところです。

その後、同国において低病原性鳥インフルエンザの発生が確認されましたが、今

般、同国における本病の清浄性が確認されたことから、本日、同国に対する家きん

卵の輸入停止措置が解除されました。

なお、家きん及び家きん肉については、輸入条件の協議が行われていることから、

引き続き、輸入停止措置が講じられます。
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